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原子力発電所の再稼動を認めないことを求める意見書 

 

 

 今般、野田佳彦首相は、記者会見で関西電力株式会社の原子力発電所である大飯発電所

を再稼働すべきと判断すると表明した。 

 しかし、その内容は、次のとおり国民の命と安全を危険にさらすものと言わざるを得ず、 

到底納得を得られるものではない。 

 第１に、福島の原子力発電所の事故の原因究明がなされておらず、安全対策が不十分で

ある。免震重要棟とフィルター付きベント設備は、３年後にならないと設置されず、また、

原子力発電所をどのような地震・津波が襲う危険があるのかも明らかにされていない。 

 第２に、計画停電で国民生活が混乱すると言いながら、その原因となる電力不足につい

て具体的根拠を示していない。夏場の電力需給について、需要のピーク時はどれくらいの

時間帯・日数にわたるのか、原子力発電所を稼働しない場合に他の発電方法の活用や電力

融通、節電などによって、どれだけ需要を減らし、供給を増やせるのかといったことが明

らかにされていない。 

 第３に、原子力発電を「重要な電源」と位置付けて再稼動の判断をしたとのことである

が、この考えは、今後の原子力発電所の継続的な運転に道を開くものである。 

 よって、国におかれては、大飯発電所の再稼働の方針を撤回するとともに、今後のエネ

ルギー政策において、原子力発電所の再稼働や継続的な運転を前提とするのではなく、原

子力発電からの脱却を決断し、代替エネルギーの利用を進められるよう強く要望するもの

である。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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